
船橋市 建設局
都市計画部 都市計画課

令和７年１１月４日

第１５３回船橋市都市計画審議会

議案第２号
船橋都市計画生産緑地地区の変更
（船橋市決定）（付議）について



市街化区域内に位置し、良好な生活環境の確保に相当の
効用があり、かつ、公共施設等の敷地として適している
農地等を都市計画に定めるもの

生産緑地地区とは

指定による効果

○農地等としての土地利用が都市計画上、明確に位置付
けられる。

○都市における農地等の適正な保全を図ることができる。
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生産緑地地区制度



生産緑地地区とは

指定の条件

生産緑地法及び船橋市生産緑地地区指定基準
（令和２年１月１日施行）に適合しているもの

①公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等

良好な生活環境の確保に相当の効用があるもの

②公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの

③一団のものの区域として３００㎡以上あること

④農地等であり、農業の継続が可能なこと

⑤地方公共団体等が所管する事業との不整合がないもの 等
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生産緑地地区とは （買取り申出制度と都市計画変更）

買取り申出ができる事由

① 指定されてから３０年が経過
（特定生産緑地・小室地区については１０年が経過）

② 主たる従事者が死亡
③ 主たる従事者が重大な故障により農業等に従事することが

不可能になる（生産緑地法施行規則第５条）

市
へ
買
取
り
申
出

３ヶ月後

①市や県等で
 買取りがない
②新たな農業

 後継者が
 いない

行為※の制限の解除

生産緑地法上、
農地等として保全
する義務がなくなる

※行為とは
・建築物その他の工作物の新築
又は増築

・宅地の造成、土石の採取その他
の土地の形質の変更など

都市計画上、
農地保全の位置
づけがなくなる

廃
止
の
手
続

生産緑地法 都市計画法
33



今回の変更理由

○追加
・「生産緑地法」及び「船橋市生産緑地地区指定基準」
に適合するため

○廃止
・行為の制限が解除されたため
・公共施設等（道路）になったため

○土地区画整理事業における仮換地指定
・土地区画整理事業における仮換地指定により、生産緑地
地区の位置、区域及び面積の変更があったため

生産緑地地区の変更
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生産緑地地区の変更
一 覧 表 （１/３）
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船橋都市計画生産緑地地区の変更（船橋市決定）

船橋都市計画生産緑地地区中 1号小室第1生産緑地地区ほか19地区を次のように変更する。

名 称

残地面積 変更理由 変更面積 廃止理由

番号 生産緑地地区名

1 小室第1生産緑地地区 約2.68ｈa 一部廃止 △約0.07ha 10年

49 二和東第1生産緑地地区 約1.18ｈa 一部廃止 △約0.59ha 死亡

71 上山町第12生産緑地地区 約----ｈa 全部廃止 △約0.20ha 死亡

100 馬込町第6生産緑地地区 約----ｈa 全部廃止 △約0.06ha 30年

163 前貝塚町第27生産緑地地区 約0.16ｈa 一部追加 ＋約0.10ha －

174 前貝塚町第38生産緑地地区 約0.26ｈa 一部廃止 △約0.26ha 死亡

203 旭町第17生産緑地地区 約0.72ｈa 一部廃止 △約0.06ha 死亡

239 夏見台第18生産緑地地区 約----ｈa 全部廃止 △約0.05ha 故障



生産緑地地区の変更
一 覧 表 （２/３）
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名 称

残地面積 変更理由 変更面積 廃止理由

番号 生産緑地地区名

278 東中山第8生産緑地地区 約0.34ｈa 一部廃止 △約0.05ha
故障
道路

316 西船第15生産緑地地区 約2.23ｈa 一部廃止 △約0.05ha 死亡

336 西船第35生産緑地地区 約0.19ｈa 一部廃止 △約0.06ha 故障

337 西船第36生産緑地地区 約0.25ｈa 一部廃止 △約0.06ha 故障

365 印内第16生産緑地地区 約2.24ｈa 一部廃止 △約0.11ha 死亡

404 飯山満町第9生産緑地地区 約----ｈa 全部廃止 △約0.08ha 死亡

443 山野町第1生産緑地地区 約0.15ｈa 一部廃止 △約0.16ha 故障

570 田喜野井第4生産緑地地区 約0.12ｈa 一部廃止 △約0.22ha 故障

628 飯山満町第24生産緑地地区 約----ｈa 全部廃止 △約0.24ha 死亡

642 上山町第39生産緑地地区 約----ｈa 全部廃止 △約0.19ha 故障



生産緑地地区の変更
一 覧 表 （３/３）
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名 称

残地面積 変更理由 変更面積 廃止理由

番号 生産緑地地区名

646 飯山満町第26生産緑地地区 約----ｈa 仮換地指定 △約0.15ha －

673 飯山満町第28生産緑地地区 約----ｈa 仮換地指定 △約0.08ha －

合 計

追加 +約0.10ha

廃止 △約2.51ha

仮換地指定 △約0.23ha



【代表例】生産緑地地区の変更 （一部追加）

写真撮影方向

番号１６３ 前貝塚町第２７生産緑地地区
追加理由：生産緑地法及び船橋市生産緑地地区指定基準
に適合するため
追加面積：＋約０．10ｈａ
追加形態：一部追加
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写真撮影方向

R7.3.27撮影



【代表例】生産緑地地区の変更（一部廃止）
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番号２７８ 東中山第８生産緑地地区
Ａ廃止理由：生産緑地地区の主たる従事者の故障により、買取

の申出がなされ、行為の制限の解除となったため
Ｂ廃止理由：公共施設等（道路）になったため
廃止面積：△約０．０５ｈａ
廃止形態：一部廃止

A

B

航空写真：R2.12撮影



【代表例】生産緑地地区の変更 （仮換地指定）
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番号６４６ 飯山満町第２６生産緑地地区
変更理由：土地区画整理事業における仮換地指定により、
生産緑地地区の位置、区域および面積の変更を行うため
変更面積：△約０．１５ｈａ

航空写真：R2.12撮影



生産緑地地区の変更（追加）

追加

区 分 地区数 面 積

新規追加 － －

一部追加 １地区 ＋約 ０．10 ｈａ

合 計 １地区 ＋約 ０．10 ｈａ

11



生産緑地地区の変更（廃止）
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廃止

理 由 区 分 地区数 面 積

行為制限解除
（公共施設等含む）

全部廃止 ６地区 △約 ０．８２ ｈａ

一部廃止 １１地区 △約 １．６９ ｈａ

合 計 １７地区 △約 ２．５１ ｈａ



生産緑地地区の変更（仮換地指定）

区画整理事業
における
仮換地指定

区 分 地区数 面 積

仮換地指定 ２地区 △約 ０．２３ ｈａ

合 計 ２地区 △約 ０．２３ ｈａ
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生産緑地地区の変更

今 回 の 変 更 に 関 す る 区 域

地 区 数 追 加 廃 止 仮換地指定 面積の増減

２０地区 ＋約０．１０ｈａ△約２．５１ｈａ△約０．２３ｈａ△約２．６４ｈａ

生 産 緑 地 地 区 の 全 体 の 内 訳 表

変 更 後 変 更 前

地 区 数 合 計 面 積 地 区 数 合 計 面 積

４５５地区 約１５７.９７ｈａ ４６３地区 約１６０.６１ｈａ
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